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再生可能エネルギーを活用した自律分散型公園実現可能性調査業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本要領は、日立市（以下「発注者」という。）が発注する「再生可能エネルギーを活用した自律分散

型公園実現可能性調査業務」（以下「業務」という。）において、その受注候補者を選定するために実

施する公募型プロポーザルに関して、必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名称  再生可能エネルギーを活用した自律分散型公園実現可能性調査業務 

(2) 業務内容  別紙「再生可能エネルギーを活用した自律分散型公園実現可能性調査業務委託仕様

書（案）」のとおり 

(3) 業務期間  契約締結日から令和７年２月 20日（木）まで 

(4) 提案上限額 12,479,500円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 担当課 

  日立市産業経済部交流拠点活性化担当（担当 根本、山口） 

【所在地】 〒317-8601 茨城県日立市助川町１丁目１番１号（日立市役所５階） 

【電 話】 0294-22-3111（代表） 内線 326 

【ＦＡＸ】 0294-24-1713 

【メール】 kyoten@city.hitachi.lg.jp 

 

４ 参加資格 

  本プロポーザルに応募できる者は、次の要件を全て満たす法人とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規

定に該当しない者であること。 

(2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154号）第 17条の規定による更生手続開始の申立て、又は民事再

生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者で

あること。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に掲げ

る暴力団の構成員若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

(4) 国税及び地方税の滞納がない者であること。 

(5) 過去５年間（平成 31 年４月１日から令和６年３月 31日までの期間）に国又は地方自治体におい

て、本業務と同種又は類似のエネルギー分野及び交通分野両方の業務受注実績がある者であること。 
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５ 実施スケジュール 

内容 日程 

募集開始（実施要領等の公表） 令和６年５月７日（火） 

質疑書の提出期間 令和６年５月７日（火）～５月 14日（火）午後５時 

質疑内容の回答 令和６年５月 17日（金）※予定 

参加申込書の提出期間 令和６年５月７日（火）～５月 22日（水）午後５時 

企画提案書類の提出期間 参加申込書類受理後～令和６年６月３日（月）午後５時 

審査（審査委員会の開催） 令和６年６月中旬 ※予定 

審査結果の通知及び公表 令和６年６月下旬 ※予定 

業務委託契約（随意契約）の締結 令和６年７月上旬 ※予定 

 

６ 実施要領等の公表 

  本プロポーザルの実施に当たり、募集開始日から令和６年６月３日（月）までの期間、日立市ホー

ムページにおいて、実施要領など、本プロポーザルの参加に必要な書類を公表する。 

 

７ 質疑書の受付及び回答 

本プロポーザルへの参加に当たって、質問がある場合は、以下により書類を提出する。 

(1) 提出書類 

   質疑書（様式第１号） 

(2) 提出方法 

   電子メールで提出する。 

提出する際、電子メールの件名は、「再エネ公園質問」とし、電子メール送信後、「３ 担当課」

に電話で送達確認を行ってください。 

   なお、電話又は口頭による質疑は受け付けない。 

(3) 提出期間 

   令和６年５月７日（火）から令和６年５月 14 日（火）午後５時まで 

 (4) 提出先 

   「３ 担当課」のとおり 

 (5) 回答方法 

提出された全ての質問内容を取りまとめた後、日立市ホームページに回答を掲載する。 

なお、質問に対する回答は、実施要領等の内容の追加、修正とみなす。 

 

８ 参加申込書類の提出 

  本プロポーザルへの参加を希望する者は、以下により書類を提出する。 

 (1) 提出書類及び部数 

  ア 参加申込書（様式第２号）          １部 

イ 誓約書（様式第３号）            １部 

ウ 会社概要調書（様式第４号）         １部 

エ 会社案内パンフレット（様式任意）      １部 
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 (2) 提出方法 

   持参、郵送（書留郵便に限る。）、又は電子メールで提出する。 

   電子メールの場合、送信後、「３ 担当課」に電話で送達確認を行ってください。 

 (3) 提出期間 

   令和６年５月７日（火）から令和６年５月 22 日（水）午後５時まで【必着】 

   ※持参の場合、受付時間は、土日祝日を除く、午前９時から午後５時までとする。 

 (4) 提出先 

   「３ 担当課」のとおり 

 (5) 参加申込書の受理 

   提出された書類の内容等を確認後、参加申込書類を提出した者に対し、参加申込書類を受理した

旨を電子メール等で通知する。 

 

９ 企画提案書類の提出 

  上記参加申込を行った者は、以下の書類を提出する。 

(1) 提出書類及び部数 

ア 企画提案申込書（様式第５号）  ※社判押印  １部 

イ 企画提案書（様式任意）            10部 

ウ 参考見積書（様式任意）     ※社判押印  １部 

(2) 提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便に限る。） 

(3) 提出期間 

   参加申込書類受理後から令和６年６月３日（月）午後５時まで【必着】 

※持参の場合、受付時間は、土日祝日を除く、午前９時から午後５時までとする。 

(4) 提出先 

   「３ 担当課」のとおり 

 (5) 留意事項等 

  ア 提出書類の規格はＡ４判、横書きとする。 

  イ 企画提案書は縦又は横どちらでも可とし、７ページ以内とする。なお、下部中央にページ番号

を付した上で、片面印刷し、それら全てを長辺綴じしたものを 10部提出する。 

  ウ 企画提案書には、提案者名及び提案者名が判別できるデザインやロゴマークを使用しない。 

  エ 提出後の提案書類の修正、変更及び追加は認めない。 

(6) 参加を辞退する場合 

   参加申込後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、令和６年６月３日（月）午後５時まで

に参加辞退届（様式第６号）を「８ 参加申込書類の提出(2)」のいずれかの方法により「３ 担当

課」に提出する。 

   なお、電子メールの場合、送信後、「３ 担当課」に電話で送達確認を行ってください。 
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※企画提案書作成のポイント 

   企画提案書は、仕様書の内容及び審査項目等を踏まえ、以下の内容を文章及び図表を用いて記載

する。 

 

10 関係書類の閲覧等 

  本プロポーザルに係る提案書類作成の参考とするため、以下により関係書類を閲覧することができ

るものとする。 

  なお、本業務の実施に必要となるその他の関係書類は、本業務の受注者に提供するものとする。 

No. 資料名 閲覧方法 

① かみね公園活性化基本構想 
日立市ホームページよ

り閲覧 
② かみね公園活性化基本計画 

③ ひたちゼロカーボンシティビジョン 

④ 公共施設における再生可能エネルギー等導入・保守管理・運用計画 

策定のための調査結果個票（関係施設分） 
電子データにより提供※ 

※ 上記④は、本プロポーザルに参加申込を行った後に、当該申込者から電子データ提供の希望

があった場合に限り、発注者から別途電子メール等で送付する。 

 

11 審査の実施等 

企画提案書類の内容を審査するため、再生可能エネルギーを活用した自律分散型公園実現可能性調

査業務公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置し、以下により審査を行

う。 

(1) 審査の対象となる者 

   審査は、「４ 参加資格」に定める項目を全て満たしている者で、本要領で定める期間内に、必要

な全ての書類を適正に作成し、提出した者（以下「提案者」という。）を対象に実施する。 

Ⅰ 業務実施方針 

事業の目的や業務内容を踏まえ、業務の実施に当たっての基本的な考え方を記載する。 

また、仕様書に記載している内容を円滑かつ着実に、また効果的に遂行するために必要な

調査内容及び検討事項に関する提案を記載する。 

Ⅱ 業務実施体制 

業務の実施に当たり、配置予定の責任者及び担当者の所属、氏名、実務経験年数、保有す

る資格、同種・類似業務実績などを記載する。 

Ⅲ 業務工程 

業務開始から完了までの実施工程を記載する。 

Ⅳ 業務実績 

過去に国や地方自治体等が発注した「４ 参加資格(5)」に該当する同種・類似業務の受注

実績（業務名、業務内容、発注機関、受注年度、契約金額など）を記載する。 
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(2) 審査の方法 

ア 審査は、審査委員会を構成する委員（以下「審査委員」という。）により行う。 

イ 審査委員は、提案者から提出された企画提案書類の内容を書面により審査を行う。 

  なお、必要に応じて、提案者に対し、企画提案書類の内容確認やヒアリングを行うことがあり、

その場合は、実施日時等の詳細を提案者に別途通知する。 

ウ 審査委員は、下表に基づき、企画提案書の審査を行う。 

審査項目 審査の視点 配点 

①実施方針 ・本業務の目的、趣旨及び業務内容を十分に理解している 

・本業務を遂行するに当たって、必要かつ効果的な調査内容及び検討事

項が示されている 

40 

②実施体制 ・業務が確実に遂行できる人員及び体制が確保されている 10 

③業務工程 ・業務を確実かつ円滑に実施するための工程が示されている 10 

④業務実績 ・過去（５年程度）に同様の業務実績がある 

30 ・責任者又は担当者に本業務と同様の業務実績がある 

 また、本業務の履行に必要な知見・専門知識・ノウハウを有している 

⑤価格等 ・業務内容に対し、参考見積額が妥当である 10 

（合計）   100 

 (3) 最優秀提案者等の選定 

各審査委員の得点をもとに、審査委員会の合議により、最優秀提案者及び次点者を選定する。 

(4) 審査結果の通知等 

ア 通知方法    全ての提案者に対し、自社の結果を文書により送付する。 

イ 通知予定日   令和６年６月下旬 

(5) その他 

ア 提案者が１者のみの場合は、審査委員会において、本要領等に従い審査を実施し、その結果、

合計得点が６割以上を得た場合には、業務遂行が可能と判断し、その提案者を最優秀提案者とし

て選定する。 

イ 適切な提案が無い場合は、最優秀提案者等の選定を行わず、本プロポーザルを中止することが

ある。 

ウ 審査委員会は非公開で行う。また、審査後、提案者数、最優秀提案者及び次点者の名称のみ日

立市ホームページで公表する。 

なお、審査委員会の結果に関する疑義、申立ては受け付けない。 

 

12 契約の締結 

(1) 仕様等に関する協議 

   審査委員会において選定された最優秀提案者を受注候補者として業務内容の協議を行い、本業務

に係る仕様を確定した上で、契約を締結する。ただし、発注者と最優秀提案者との間で仕様等の協

議が整わなかった場合は、次点者を受注候補者として協議を行うこととする。 

   なお、本業務の仕様は、「再生可能エネルギーを活用した自律分散型公園実現可能性調査業務委

託仕様書（案）」に定める内容を基本とするほか、企画提案書に記載された内容を反映させるなど、
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発注者が受注候補者と協議の上、決定するものとする。 

(2) 受注者の決定 

   発注者と受注候補者との間で、仕様書の内容等に関し、合意に達した場合には、随意契約により

業務委託契約を締結する。 

 

13 参加者の失格 

  本プロポーザルへの参加者が、次のいずれかに該当する場合には、それまでの提出書類を無効とし、

本プロポーザルへの参加資格を失うこととする。 

(1) 「４ 参加資格」に定める要件を満たさなかった場合 

(2) 提出期限までに必要書類が提出されなかった場合 

(3) 提出した書類に虚偽の記載があった場合 

(4) 上記(1)から(3)に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為など、市長が失格と

することが適当であると認めた場合 

 

14 その他留意事項 

(1) 本プロポーザルに関する一切の費用は、参加者の負担とする。 

(2) 企画提案書の提出は１者につき１件とし、複数提案は認めないものとする。 

(3) 企画提案書で使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年

法律第 51号）によるものとする。 

(4) 提出された書類等は、一切返却しないものとする。また、提出書類は本プロポーザル以外の目的

では使用しない。 

(5) 提出書類の著作権は提案者に帰属するものとする。ただし、提案書類の審査等において必要があ

る場合は、提案書類の内容を使用（複製等）することがある。 

(6) 提案内容の審査等に必要な場合を除き、提案者から提出された書類は公表しない。 

(7) 企画提案書の業務実施体制表に記載した者は、病床、死亡又は退職等の極めて特別な場合など発

注者がやむを得ないと認めるときを除き、変更できないものとする。ただし、やむを得ない理由に

より変更があった場合には、同等以上の経験又は資格を有する者を配置し、発注者の了解を得なけ

ればいけない。 

(8) 本プロポーザルを遂行する上で知り得た情報及び内容を発注者の許可なく第三者に漏らしては

ならない。これは、本プロポーザルの終了後も同様に適用する。 

(9) 本プロポーザルの実施に関する情報提供及び公開の請求があった場合には、日立市情報公開条例

（平成７年条例第１号）に基づき、公開することとする。 

(10) 大規模災害の影響等により、本プロポーザルを実施することが困難であると認められるときは、

本プロポーザルを中止することがある。 

(11) 本プロポーザルは、令和６年第２回日立市議会定例会における補正予算成立後、速やかに業務に

着手できるよう、予算成立前の契約準備行為として募集するものであり、予算が減額又は成立しな

かった場合、本プロポーザルは無効となる。 

(12) 本業務は、経済産業省「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金」に基づく事業であ

るため、当該補助金の関係規定を理解した上で実施することとする。         

以 上 


